
県道明石高砂線 相生橋西詰交差点改良工事に伴う通行規制ついて 

 

県道明石高砂線 相生橋西詰交差点改良に伴い、相生橋（加古川市尾上町養田～高砂市高砂町藍屋町）

拡幅工事を行います。工事に伴う大型車等（車幅２．２ｍ超）通行止めについて、お知らせします。 

 

  １ 交差点改良に伴う橋梁拡幅工事のため、１１月１日（水）から大型車等（車幅２．２ｍ超）通

行止めとなります。 

 

  ２ 通行止め期間は、令和７年５月３１日（土）までの見込みです。 

 

３ 通行止め期間中は、国道２５０号（播州大橋）、国道２号（加古川橋）、国道２号バイパスへ

迂回していただきますようお願いします。 
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